
農林水産省 食料産業局 ／Food Industry Affairs Bureau. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

平成30年度国産農産物消費拡大事業のうち「和食」と地域食文化継承推進事業
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幼少期の子ども、育児ママ等、食習慣を変えるこ
とに抵抗の少ないライフステージにある者に対し、
和食文化に慣れ親しむための普及活動を実施。
和食文化をテーマとした地域ごとの食育活動の展
開に向け、マニュアル作成等の環境整備を実施。

メディア等と連携して和食
文化の魅力等を効果的
に発信して、保護・継承
に向けた機運の醸成を図
る。

「和食」継承事業（委託事業） 「和食」情報発信
事業（委託事業）

「和食」と地域食文化継承推進事業

第３次食育推進基本計画に掲げられた目標のうち食文化の継承事業等、
当省関連の目標達成に向け、地域の関係者が連携して
取り組む食育活動を支援。

【食料産業・６次産業化交付金のうち地域での食育の推進 】

和食給食普及マニュアル（学校栄養士向け）
育児世代向け和食普及マニュアル（保健師向け）等の提供

・地域食文化の継承、和食給食の普及 など

他事業との
連携

〇 第３次食育推進基本計画（平成28年３月食育推進会議決定）を踏まえ、ユネスコ無形文化遺産に登録された「和
食」を次世代に継承していくため、食習慣を変えることに抵抗の少ないライフステージにある層を中心に、和食文化の普及活動
や情報発信を実施

幼少期 青年期 壮年期 老年期

○第３次食育推進基
本計画に掲げられ
た食文化の継承等
の重点課題の解決
に向けた取組を推
進する必要。

○食が多様化する中
で、家庭の食生活
を一過性ではなく、
継続的に和食化し、
和食文化を継承し
ていくには、食習
慣を形成・転換す
るキッカケのある
時期の人々をター
ゲットにする必要。

○和食文化をテーマ
とした地域ごとの
食育活動の展開に
向け、マニュアル
作成等の環境整備
が必要。

現状と課題

【食生活形成期】
・幼児が味覚の形成期に和食に
慣れ親しむことで和食好きとなる。
・学校給食で和食を提供することで
和食を食べる食習慣が
形成される。

【育児期】
子どもの健康への
影響を考え、食習
慣への関心が
生まれる。

【平成30年度予算額：
54（60）百万円】
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